
 

  
 

 

 

＊対馬市では下記の対象者に「対馬市歯周疾患検診」を実施しています。 
 

<< 対象者 >> 

20歳・３０歳・４０歳・５０歳・６０歳・７０歳の市民の方（下表参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<< 検診内容 >> 

問診、口腔内診察（むし歯や歯肉の状態観察）、歯みがき指導 

 

<< 検診費用 >> 

無 料 

 

<< 申込み >> 

実施医療機関へ直接申込み 

  

<< 実施期間 >> 

令和８年５月～令和９年２月末日（※年度中１回限り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先：対馬市保健部 健康増進課（０９２０－５８－１１１６） 

対象年齢 （ 対 象 と な る 生 年 月 日 ） 

  ２０歳  （ 平成１８年４月１日～平成１9年３月３１日生まれ ） 

  ３０歳  （ 平成 ８年４月１日～平成 ９年３月３１日生まれ ） 

  ４０歳  （ 昭和６１年４月１日～昭和６２年３月３１日生まれ ） 

  ５０歳   （ 昭和５１年４月１日～昭和５２年３月３１日生まれ ） 

  ６０歳  （ 昭和４１年４月１日～昭和４２年３月３１日生まれ ） 

  ７０歳  （ 昭和３１年４月１日～昭和３２年３月３１日生まれ ） 

～ 令和８年度 ～ 

対馬市歯周疾患検診のご案内 
 

<< 検診受診時の注意点 >>  
 

○検診を受診するためには、市で発行している『歯周疾患検診チケット』が必要 

です（５月はじめ頃に発送）。 

対象の年齢でチケットをお持ちでない方は、下記までご連絡ください。 

 ○検診当日は治療ができません。検診の結果、治療が必要と判断された場合は、 

別日に通常の保険診療で治療を受けていただくことになります。 

ご存じですか？ 


